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※1　品質方式は、青色申告書類にて適正に品種・等級ごとの収穫量を把握できる場合にもご加入いただけます。
※2　全相殺方式は、青色申告書類または白色申告書類にて適正に収穫量等を把握できる場合にもご加入いただけます。
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水稲だけでなくすべての農作物を対象に、自然災害、価格低下のほか農業者の経営努力では避けられない
収入減少を広く補償します。掛金のお見積りや加入のご相談はお近くの支所・事業所までお気軽にお問い
合わせください。



　本田移植期（直播の場合は発芽期）から収穫するまでです。
　収穫とは適期に刈り取り、耕地から搬出するまでの行程ですので、圃場から搬出したものは
補償の対象外です。耕地での稲架（はさ）掛けによる通常の乾燥期間は補償期間となります。

９割
８割
７割

※掛金目安は、１㎏当たり共済金額195円、10ａ当たり基準収穫量500㎏、作付面積10ａ、
　最高補償割合、一筆半損特約付加の場合の金額です。各数値はR7年産の数値を基にしています。
※地域インデックス方式の共済掛金率は、市町村ごとに異なります。

半 相 殺 方 式

地域インデックス方式

全 相 殺 方 式

品 質 方 式

補償内容

農業者ごとに収穫量が補償割合を下回った場合に共済金
を支払います。

市町村単位の統計単収による収穫量が補償割合を下回っ
た場合に共済金を支払います。
（農業者ごとに補償対象となる事故が発生した場合のみ）

過去５年間の施設計量結果等をもとに基準収穫量を農家
ごとに設定し、収穫量が補償割合を下回った場合に共済
金を支払います。

過去５年間の検査数量等を基に生産金額を農家ごとに設
定し、収穫量が減少し、かつ、生産金額が補償割合を下
回った場合に共済金を支払います。

掛金目安(10ａ当たり)補償割合
８割
７割
６割

引受方式

など

337円
（掛金：187円
賦課金：150円）

199円
（掛金：69円
賦課金：130円）

516円
（掛金：386円
賦課金：130円）
品質方式は各出荷者の出荷
品質、数量の比率によって
変わってきますので別途ご
相談ください。

近年、線状降水帯などの
予期せぬ自然災害や夏場の
高温・少雨による被害が
多発しています。令和４年　2,429万円　主な被害 台風、病害

令和５年　2,033万円　主な被害 線状降水帯、病害
令和６年　3,548万円　主な被害 獣害、病害、干害

　品質方式では、上記の被害に加えて品質の低下による生産金額の減少が対象となります。
肥培管理不良による減収は損害の対象から除外されます（分割評価）。薬害などの人為的な減
収も支払の対象となりません。
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一筆半損特例
　耕地ごとに５割以上の減収が見込まれる場合、２割の補償を受けることができます
(最高補償割合に加入の場合)。わずかな掛金で、加入申込時に付加することができる特約です。

全方式
　水稲（飼料用専用品種を含む）を10a以上耕作されている方。

全相殺方式
　乾燥調製を全量委託しており、乾燥調製施設の発行する資料等で収穫量の把握が可能な方、
または青色申告もしくは白色申告で収穫量が把握できる方。

品質方式
　最近5か年、JA等に概ね全量を出荷しており品種別の出荷量・等級が把握できる方、または
青色申告書類およびその関連書類で収穫量・等級が把握できる方。

肥培管理等が適正に行われているか→分割割合をかける対象か



高知県農業共済組合




